
令和 7 年 11 月 28 日 

会員 各位 

熊本市託麻商工会 

 
商工会費（後期分）について（ご連絡） 

 
平素より弊会の運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。 
令和 7 年 5 月 30 日付けでご案内いたしました商工会費につきまして、後期分

の期日が近づいてまいりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

１ 口座振替をご利用の方  

 

【口座振替日】 
 令和 7 年 12 月 12 日 
 
【振替金額（後期分）】 
 対象期間：令和 7 年 10 月～令和 8 年 3 月 
 ・法人会員……………6,000 円 
 ・個人会員……………4,800 円 
 ・青年部、女性部にご加入の場合……各 3,000 円 
 
【その他】 
・未納分がある場合は、今回あわせて引き落としいたします。 

 ・口座残高のご準備をお願いいたします。 

 
 

２ 振込払いをご利用の方  
 
【納入期限】 
 令和 7 年 12 月 31 日 
 
【お支払い金額（後期分）】 
 対象期間：令和 7 年 10 月～令和 8 年 3 月 
・法人会員……………6,000 円 
・個人会員……………4,800 円 
・青年部・女性部にご加入の場合……各 3,000 円 

 
【その他】 
・期限までにご入金くださいますようお願い申し上げます。 
・振込先につきましては、前回ご案内の内容をご確認ください。 

 
※本状は、すべての会員様にお送りしております。 
すでにご入金いただいている場合は、何卒ご容赦ください。 

 
（問合先）℡096-380-0014 


